
 

日本保育協会保育科学研究所企画委員会細則 

 

第１条 日本保育協会保育科学研究所（以下研究所と略す）が実施する研究の

総合テーマ（案）及び学術集会のテーマ・内容等に関する企画の作成と、

研究紀要等の編集を行うことを目的として企画委員会を設置する。 

 

第２条 企画委員会は次の事項について協議する。 

  （１）企画委員は各運営委員から提出される案を基に、毎年の研究の総合

テーマ及び、開催回ごとの学術集会テーマを立案する。 

  （２）毎年開催の学術集会の内容は、研究紀要に前年掲載された論文発表

を中心に、講演・シンポジウム等の講師などプログラム全般について企

画立案する。 

  （３）学術集会開催案内を作成し、日本保育協会の機関誌「保育界」及び、

ホームページにて広報する。 

  （４）「保育科学研究」（研究紀要）、「研究所だより」（研究所機関誌）につ

いて、その内容・執筆テーマ等について企画する。 

 

第３条 企画委員会の委員は、研究所長、有識者、運営委員等若干名で構成さ

れ、日本保育協会理事長が委嘱する。 

  （１）委員長は委員の互選とする。 

  （２）委員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

 

第４条 この細則の変更については、運営委員会で決める。 

  

（附則）この細則は、平成３０年 ９月２１日から実施する 


